
                                            

令和 5年度 准看護師スキルアップ研修 

5類に引き下げられたコロナの対応は？ 

令和 5年 5月 8日から新型コロナウイルス感染症は、2類から 5類へと法改正がされ対応が 

変わってきました。現場で働く私たちはよりよい看護を提供するために、どのように対応していけ 

ばよいのかを学びます。 

今年度は 2会場で実施しますので、都合のよい会場にお越しください。 

多くの皆様のご参加をお待ちしております。 

 

 西部地域 東部地域 

日 時 

令和 5年 8月 19日（土） 

13時 30分～16時 00分 

（受付開始 13時～） 

令和 5年 8月 26日（土） 

13時 30分～16時 00分 

（受付開始 13時～） 

会 場 山口県済生会下関総合病院 あいぱーく光 

対 象 准看護師、看護学生（准看護師免許保持者）、看護教員等 

受講料 無   料 

定 員 各 50名 （ 准看護師の参加を優先します ） 

 

 

 

 

  

お問い合わせ・提出先 

公益社団法人山口県看護協会 事業課 

TEL：0835-28-7512 FAX：0835-24-1230 

Email:jigyou@y-kango.or.jp 

企 画・運 営 

山口県看護協会 看護制度委員会 

 

山口県かんごちゃん 

プログラム 
 13：20～      オリエンテーション 

13：30～15：00 講演：5類に引き下げられた新型コロナウイルス感染症の対応 

                    （講師）山口大学医学部附属病院 感染制御部 

                          感染管理認定看護師 正宗 恵理子 氏 

15：10～15：30 情報提供：看護師へのステップアップにむけて 

                       ～活用できる制度や知っておくと良い情報～ 

                         山口県 医療政策課 看護指導班 主任 木倉 悠子 氏 

15：30～１６：００ 交流会  話題提供  光輝病院  スビア広子 氏 

申込方法  申込書を FAX または Eメール、郵便でお送りください 

申込期限  令和 5年 8月 4日(金)  

 

※会員・非会員を
問わない 


